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認知症対応型通所介護なでしこ 重要事項説明書 
（平成２１年 ４月 １日現在） 

 
１．事業所の概要 
（１）事業所の名称等 
   ・事 業 所 名 ： 医療法人社団みゆき会 認知症対応型通所介護なでしこ 
   ・開 設 年 月 日 ： 平成２０年 １月 ４日 
   ・所 在 地 ： 山形県西村山郡河北町大字溝延字本丸８番地１ 
   ・電 話 番 号 ： ０２３７－７３－５８５０ 
   ・ファックス番号 ： ０２３７－７３－５８６０ 
   ・管 理 者 名 ： 鈴木菊武 
   ・介護保険指定番号 ： ０６９２３０００４９ 
 
（２）認知症対応型通所介護の目的と運営方針 
    認知症対応型通所介護は、要介護状態と認定された利用者に対し、利用者が可能な限りその居宅 
   において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の 
   世話および機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消および心身の機能の維持並び 
   に利用者の家族の身体的および精神的負担の軽減を図ることを目的とします。 
    この目的に沿って事業所では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いただいた 

上でご利用ください｡ 
 
   [認知症対応型通所介護なでしこ 運営方針] 
    地域の保健・医療・福祉等の連携を図り、高齢社会に即したサービスを提供するために 
   一、明るく家庭的な事業所づくりを目指し、病弱老人や認知症の老人等にも対応した、利用者本位 
    の高齢者介護サービスに取り組みます｡ 
   二、看護・介護その他の職種間のチームワークを重視し、働きやすい職場づくりを目指します｡ 
   三、地域のボランティア活動等との連携を大切にし､地域の福祉環境のボトムアップを支援します｡ 
 
（３）事業所の職員体制（老人保健施設、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護の兼務を含む。） 

 常勤（うち兼務） 非常勤 業務内容 
管理者 １（１）  従業者の管理、指導 
看護職員 １（１）  看護及び医師の指示による医療行為等 
介護職員 ４（４）  介護等 
生活相談員 ４（４）  相談、苦情受付等 
機能訓練指導員 １（１）  機能訓練の実施および介護職員への指

導等 
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（４）営業日および営業時間 
   【営 業 日】  月曜日から土曜日 
   【休 業 日】  日曜、祝祭日および１２月３０日から１月３日 
   【営業時間】  午前９時から午後５時まで 
 
（５）定員 
   ・１２人（１単位） 
 
２．ご利用にあたって 
（１）介護保険証の確認 
  ご利用のお申込にあたり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。 
 
（２）認知症対応型通所介護の概要 
  認知症対応型通所介護については、要介護者の家庭等での生活を継続させるために立案された居宅介 
護サービス計画に基づき、事業所をご利用いただき、機能訓練その他日常生活上必要な支援を行い、可 
能な限り居宅において日常生活を営むことができることおよび家族の負担軽減を図るため提供されます。 
  このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わる看護、介護職員およびその他専ら認知症対応 
型通所介護の提供にあたる従業者の協議によって、認知症対応型通所介護計画が作成されますが、その 
際、利用者・代理人（ご家族）の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただく 
ようになります。 

 
３．サービス内容 
 ① 認知症対応型通所介護計画の立案 
 ② 食事 
    昼食  １２時００分～１３時００分 
 ③ 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。ただし、利用者の 
  身体の状態に応じて清拭となる場合があります。） 
 ④ 医学的管理・看護 
 ⑤ 介護 
 ⑥ 機能訓練 
 ⑦ 居宅および事業所間の送迎（河北町全域） 
 ⑧ 相談援助サービス 
 ⑨ 特別な食事の提供（ご希望されない場合はお申し出ください。） 
 ⑩ その他 
   ＊これらのサービスの中には、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものもあり 
   ますので、具体的にご相談ください。 
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４．身体の拘束等 
   原則として利用者に対し身体拘束を行いません。ただし、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得な 
い場合は、管理者が判断し、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。 
この場合には、その様態および時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診 
療録に記載することとします。また、利用者または代理人に対して身体拘束の必要性を説明し、文書 
により同意を得ることとします。 

 
５．利用料金 
（１）基本料金 
  ① 通所利用料（介護保険制度では、要介護状態による要介護の程度および利用時間によって利用料 
   が異なります。以下は１日または１回あたりの金額です。） 

項   目 金  額 利用者負担額 
認知症対応型通所介護費（ⅱ） 
 ➣２時間以上３時間未満   
  ・要介護１ ３，３４０円 ３３４円 
  ・要介護２ ３，６６０円 ３６６円 
  ・要介護３ ３，９９０円 ３９９円 
  ・要介護４ ４，３２０円 ４３２円 
  ・要介護５ ４，６４０円 ４６４円 
 ➣３時間以上４時間未満   
  ・要介護１ ４，７７０円 ４７７円 
  ・要介護２ ５，２３０円 ５２３円 
  ・要介護３ ５，７００円 ５７０円 
  ・要介護４ ６，１７０円 ６１７円 
  ・要介護５ ６，６３０円 ６６３円 
 ➣４時間以上６時間未満   
  ・要介護１ ６，４５０円 ６４５円 
  ・要介護２ ７，１１０円 ７１１円 
  ・要介護３ ７，７８０円 ７７８円 
  ・要介護４ ８，４４０円 ８４４円 
  ・要介護５ ９，１１０円 ９１１円 
 ➣６時間以上８時間未満   
  ・要介護１ ８，６９０円 ８６９円 
  ・要介護２ ９，６２０円 ９６２円 
  ・要介護３ １０，５５０円 １，０５５円 
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  ・要介護４ １１，４８０円 １，１４８円 
  ・要介護５ １２，４１０円 １，２４１円 
体制加算（「注」参照） 
 ・ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算（Ⅰ） １２０円 １２円 
  ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算（Ⅱ） ６０円 ６円 
加算（「注」参照） 
 ・入浴介助加算 ５００円 ５０円 
 ・若年性認知症利用者受入加算 ６００円 ６０円 
 ・個別機能訓練加算 ２７０円 ２７円 
 ・口腔機能向上加算 １，５００円 １５０円 

（注） 
 ・サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 
   介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合を１００分の４０以上配置した時、１回につき 
１２円が加算されます。 

 ・サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 
   指定通所リハビリテーションを直接提供する職員の総数のうち、勤続年数が３年以上の者の占める 
割合を１００分の３０以上配置した時、１回につき６円が加算されます。 

 ・入浴介助加算 
   利用時間帯によっては、入浴サービスを提供できないことがあります。 
 ・若年性認知症利用者受入加算 
   若年性認知症入所者に対して指定通所リハビリテーションを行った場合、１日につき６０円が加算 
されます。 

 ・個別機能訓練加算 
   利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、それに基づき、計画的に機能訓練を実施した場合、１日 
につき２７円が加算されます。 

  されます。 
 ・口腔機能訓練加算 
   口腔機能が低下しているまたはそのおそれがある利用者に対し、看護職員等が口腔機能改善のため 
  の計画を作成し、これに基づく適切なサービスの実施、定期的な評価と計画の見直し等の一連のプロ 
  セスを実施した場合に、３ヶ月に限り１月に２回を限度として、１月につき１５０円が加算されます。 
 
（２）その他の料金 
  ① おむつ代 尿取りパッド １５円／枚、パンツタイプ ６５円／枚、平おむつ ２０円／枚 
  ② 食 費  ６００円（食材費＋調理費相当分） 
  ③ その他 
   ・ 特別な食事の提供に関わる費用                 ２５０円 
       月に１回、高級な食材を使用して提供する食材料にかかる費用です。ご希望されない場合は 
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      お申し出ください。 
   ・ 各種催事参加費                          実費 
       事業所で企画する催事の費用で、参加された場合にお支払いただきます。 
   ・ 作業リハビリ作品材料費 
       希望により、作業リハビリで使用した材料にかかる費用です。 
 
（３）支払方法 
  毎月１５日までに、前月分の請求書を指定する先に送付しますので、その月の末日までにお支払いく 
ださい。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。 
 お支払い方法は、現金、銀行振込、口座振替の３方法がありますので、利用申込時にお申し出くださ 
い。なお、申し出た支払方法は、いつでも変更することが可能です。ただし、現金の取り扱いは受付 
 窓口にて行います。 
 
６．緊急時の対応 
   事業所では、サービス利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、必要な措置を講じた上、速や 
かに利用者および代理人が指定した者、居宅介護支援専門員に連絡するとともに、管理者に報告しま 
す｡ 

   ➣緊急時の連絡先 

     緊急の場合には、「連絡先」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

 

７．事業所利用にあたっての留意事項 

  ○ 食事          ・・・ サービス利用中の食事は、特段の事情がない限り事業所 

                    の提供する食事を摂取していただきます。 

  ○ 飲酒・喫煙       ・・・ 飲酒はお断りいたします。決められた場所以外での喫煙 

                    はお断りいたします。 

  ○ 火気の取扱い      ・・・ 喫煙以外は禁止します。なお、ライターは事業所で管理 

                    させていただきます。 

  ○ 設備、備品の利用    ・・・ 本来の用法に従ってご利用ください。これに反した利用 

                    により破損等が生じた場合は、弁償いただく場合があり 

                    ます。 

  ○ 所持品、備品等の持込  ・・・ 他の利用者に迷惑となる物の持ち込みはお断りいたしま 

す。 

  ○ 金銭、貴重品の管理   ・・・ 盗難等については、当施設では責任を負いかねますので、 

                    必要以上の金銭は所持しないでください。 

  ○ 宗教活動        ・・・ 他の利用者への執拗な宗教活動はご遠慮ください。 

  ○ ペットの持込      ・・・ ペットの持ち込みはお断りいたします。 
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８．事故発生時の対応 

   認知症対応型通所介護の提供により事故（転倒・転落等による骨折等）が発生した場合は、必要な 

  措置を講じた上、速やかに利用者および代理人が指定した者ならびに市町村に連絡します。また、事 

  故の発生または再発を防止するため、指針を整備し、介護事故に対する安全管理体制を確保するよう 

  努めます。 

 

９．非常災害対策 

  ➣防災設備   スプリンクラー、火災自動通報装置、消火器、消火栓、他 

  ➣防災訓練   年２回 

 

10．禁止事項 

  事業所では、多くの方に安心してサービスをご利用いただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧 

誘、特定の政治活動」は禁止します。 

 

11．要望および苦情等の相談 

  事業所に対する要望または苦情等については、担当者または生活相談員にお気軽にご相談いただくか、 

 備え付けられた「みなさまの声箱」をご利用いただき、管理者に直接お申し出いただくこともできます。 

  【担 当 者】生活相談員  柴崎敏明 

  【受付時間】月曜日から金曜日  午前８時３０分から午後５時まで 

        電話番号 ０２３７－７３－５８５０ 

 

12．その他 

  事業所についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。 
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認知症対応型通所介護 

基 準 額 ・ 加 算 額 

 

 

認知症対応型通所介護なでしこ（平成２１年 １月 ４日現在） 

基   準   額 
➣要介護１ ➣要介護２ 
 （１）２時間以上３時間未満 ３３４円  （１）２時間以上３時間未満 ３６６円 
 （２）３時間以上４時間未満 ４７７円  （２）３時間以上４時間未満 ５２３円 
 （３）４時間以上６時間未満 ６４５円  （３）４時間以上６時間未満 ７１１円 
 （４）６時間以上８時間未満 ８６９円  （４）６時間以上８時間未満 ９６２円 
➣要介護３ ➣要介護４ 
 （１）２時間以上３時間未満 ３９９円  （１）２時間以上３時間未満 ４３２円 
 （２）３時間以上４時間未満 ５７０円  （２）３時間以上４時間未満 ６１７円 
 （３）４時間以上６時間未満 ７７８円  （３）４時間以上６時間未満 ８４４円 
 （４）６時間以上８時間未満 １，０５５円  （４）６時間以上８時間未満 １，１４８円 
➣要介護５  
 （１）２時間以上３時間未満 ４６４円    
 （２）３時間以上４時間未満 ６６３円    
 （３）４時間以上６時間未満 ９１１円    
 （４）６時間以上８時間未満 １，２４１円    

加   算   額 
・ ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算      １２円／日  ・個別機能訓練加算        ２７円／日
・ 入浴加算             ５０円／日  ・口腔機能向上加算       １５０円／日 
・ 若年性認知症利用者受入加算    ６０円／日   

※上記金額は非課税です。 

食費（食材料＋調理費相当分）                            ６００円 

※上記金額には消費税が含まれています。 
注）１．認知症対応型通所介護の個人負担額は、上記基準額と加算額、食費を合算した額となります。 

（上記金額は、１日または１回あたりの料金です。） 
  ２．サービスの内容により、上記以外の加算額が算定されますのでご了承ください。 
  ３．基準額・加算額・利用料は、月１回締めとし、お支払は現金、銀行振込、口座振替の３方法があ 
   りますので、利用申込時にお申し出ください。なお、申し出た支払方法は、いつでも変更すること 
   が可能です。 
  ４．領収書の再発行はできかねますので、大切に保管してください。 
  ５．その他ご不明な点がございましたらお申し出ください。 
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                             平成   年   月   日 
 

 認知症対応型通所介護の提供開始にあたり、利用者に対して契約書および本書面を交付 
し、重要な事項を説明しました。 

所 在 地 
〒999‐3522 
 山形県西村山郡河北町大字溝延字本丸 8番地１ 

名   称  医療法人社団みゆき会 認知症対応型通所介護なでしこ 

事 

業 

者 

説 明 者 ㊞ 

 
 
 

 私は、契約書および本書面を受領し、事業者から認知症対応型通所介護について重要事項

の説明を受け、これに同意します。 

住   所 
〒   － 

利 

用 

者 氏   名 ㊞ 

住   所 
〒   － 

代 
理 
人 氏   名 ㊞ 

 


